
  

                   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 2月 10日発行  
（次号の発行は 2月 25日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：嶋
し ま

末
すえ

 剛
ご う

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 NO.1 

宝くじ助成事業で幼年消防用活動資器材(鼓笛隊セット)など

が整備されました 

(財)自治総合センターが宝くじの社会貢献事業の一環として行ってい

る、コミュニティ助成事業の中の地域防災組織育成事業により、幼年消

防クラブの育成と防火思想の啓発普及を目的として、新町保育園に幼年

消防用活動資器材(鼓笛隊セット)が、また東児湯少年婦人防火委員会へ

防火防災用訓練資器材(救急人形・AEDトレーナー)が整備されました。 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
     
 投票の際は、入場券をご持参ください。入場券が無い場合でも、選挙権があれば投票できますので、選挙管理委員

会までお問い合わせください。 

○期日：2月 23日(日)  ○投票時間：午前 7時～午後 6時 ○場所：入場券に記載してある各投票所。 

【期日前・不在者投票】  投票日に仕事や旅行などで投票できない人は、期日前投票により投票できます。 

○期間：2月 19日(水)～22日(土) ○時間：午前 8時 30分～午後 8時 ○場所：保健相談センター 

【インターネット選挙運動のポイント】  

インターネット選挙運動は、平成 25年の参議院議員通常選挙から行えるようになりました。今回の新富町長選挙 
と新富町議会議員補欠選挙においても同様に、ウェブサイト等を利用することが可能です。 
○ウェブサイト等とは：Eメール、ホームページ、ブログ、掲示板、ツイッター、フェイスブック、動画サイトなど。 
○有権者は何ができるの？：■候補者や政党の考え・政策を、いつでもどこでも知ることができます。■インターネット(電子 
メール除く。)で候補者や政党を応援できます。ただし、自分のメールアドレスなどを表示する義務があります。 

○有権者ができないこと・してはいけないこと：■知人や不特定多数の人への選挙応援メールの送信。■候補者から来 

た選挙運動メールの転送。■ホームページやメールなどを印刷して頒布すること。■選挙期間外に選挙運動を行うこ 

と。(2月 18日(火)から 22日(土)までは可能)  ■選挙期日当日のウェブサイト等の更新。 

 

選挙 
2月 23日(日)は新富町長選挙・新富町議会 

議員補欠選挙の投票日です！＜2月 18日(火)告示＞ 

◆問合せ 選挙管理委員会  

担当：長友
ながとも

宏
ひろ

洋
み

 ☎33-6002 

 
 

 
 
福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったことや相談したいことなど

ありましたら、気軽にご相談ください。 
○日時：2月 28日(金) 午前 9時 30分～正午 ○場所：老人福祉センター  ○相談員：髙木正敏(新田新町) 

 

行政機関などに対する苦情・要望は行政相談員へ 相談 
◆問合せ 総務財政課  

担当：清
せい

紀文
としふみ

 ☎33-6002 

 

 
          
新富町では、住宅防音工事を町内全戸に実施するよう、国に対し強く要望しております。 

国の平成 25年度補正予算において、下記のとおり工事の対象となる住宅が新たに追加されましたので、お知らせします。 

 

 

 

【住宅防音工事の悪質な業者にご注意ください】 

 一部工事請負業者による悪質(強引・巧妙)な勧誘や工事の遅延などの苦情が寄せられています。国が工事請負業者 

へ勧誘を依頼することはありません。そのような事例があった場合は、防災基地対策課までご連絡ください。 

 防音工事の実施にあたっては、新田原基地新富周辺住宅防音協力会(☎33-5538)または、町内業者へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

告示後住宅の防音工事に関するお知らせ 

 

 

行政 

工事対象となる住宅 
現 行 新たに追加される住宅 

平成 5年 7月 1日(国の告示)までに現存する住宅。 
平成 5年 7月 2日(告示後)以降に建設された住宅のうち、
85W以上の区域内にある住宅の一部。 

 

◆問合せ 防災基地対策課  

担当：大山
おおやま

文哉
ふみや

 ☎33-6027 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
○業務内容：水道使用料の徴収業務等 ○募集人数：１人 ○雇用期間：平成 26年度 ※更新する場合もあります。 
○勤務条件等： 
 
 

 

○選考方法：面接・書類審査 ※面接日は後日通知。(3月中旬予定) 

○申込方法：市販の履歴書に写真を貼付の上、問合せ先まで提出してください。 ※郵送可。 ○申込期限：3月 10日(月) 
 

募集 

◆問合せ 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 

 〒889-1406新富町大字新田15569番地 

担当：平谷
ひらたに

・江川
えがわ

 ☎35-1381 

 

 
  
○主催：新富町ミニバレーボール協会 ○日時：3月 2日(日) 午前 8時 20分(監督会)～午後 1時 30分(予定) 

○場所：新富町体育館 ○参加資格：代表者の住所または職場が新富町であること。 ○参加料：1チーム 500円 

○競技種目：①混成(女性 2人以上) 1部 49歳以下②混成(女性 2人以上) 2部 50歳以上ただし女性の年齢制限なし。 

         ③女性 1部 49歳以下④女性 2部 50歳以上  

○参加条件等：①スポーツ安全保険に加入していること。②ユニホームの指定はないが統一することが望ましい。 

③キャプテンマークは必ず付けておくこと。 

○申込方法：問合せ先までご連絡ください。 ○申込期限：2月 24日(月)午後 5時まで。 

 

 

  
 

ミニバレーボール(4人制)おためし交流試合  

参加チーム募集 

 

 

 

○検診日・受付時間：2月 21日(金) ・3月 7日(金) の午前 9時～10時・午後 1時 10分～2時 ○場所：保健相談ｾﾝﾀｰ 

○検診内容：問診・子宮頸部の細胞診(子宮頸部の細胞を綿棒などでこすりとり、顕微鏡で調べます。) 

○検診料金：①20～64歳 1,000円 ②65歳以上 無料 ③無料クーポン対象(今年度 21・26・31・36・41歳)の方 無料 

※無料クーポン券は、昨年 5月に配布しています。 

○申込方法：問合せ先まで電話で申し込みください。 ※ただし土・日、祝日を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分の間。 

○申込期限：2月 20日(木) 

子宮がん検診追加日程のお知らせ 

～20歳以上で平成 25年度の子宮がん検診を受診していない方対象～ 
検診 

◆問合せ いきいき健康課  

担当：通山
とおりやま

麗
れい

香
か

 ☎33-6059 

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

福祉 

募集 

 

 
         

エイズウイルスやハンセン病
びょう

などの感染症
かんせんしょう

に対
たい

して、正
ただ

しい知識
ち し き

と理解
り か い

が十分
じゅうぶん

でないために、感染症
かんせんしょう

にかかった人
ひと

たち 

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

で差別
さ べ つ

を受
う

けたりする人権
じんけん

侵害
しんがい

が起
お

きています。エイズウイルスは日常
にちじょう

生活
せいかつ

での感染
かんせん

の可能性
か の う せ い

はほとんどあり 

ません。また、ハンセン病
びょう

はもし感染
かんせん

しても発病
はつびょう

することはきわめてまれであり、万一
まんいち

発病
はつびょう

しても早期
そ う き

の治療
ち り ょ う

により後遺症
こ う い し ょ う

も 

残
のこ

りません。感染症
かんせんしょう

に対
たい

して正
ただ

しい知識
ち し き

を持
も

ち、偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

をなくすようにしましょう。 

「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
しゃかい

をつくりましょう。 

  

人権 人権
じ ん け ん

コーナー ～ 感染症
かんせんしょう

についての人権
じんけん

侵害
しんがい

 ～ 

等～ 

◆問合せ 総務財政課  

担当：池田
いけだ

真二
しんじ

  ☎33-6002 

 
ペースメーカー等を入れた方 

(心臓機能障害) 
人工関節等を入れた方 

股関節・膝関節 足関節 

現行の認定基準 一律 1級に認定 一律 4級に認定 一律 5級に認定 

新たな認定基準 1級・3級・4級のいずれかに認定。 
4 級・5 級・7 級・非該当の
いずれかに認定。 

5 級・6 級・7 級・非該当の
いずれかに認定。 

備 考 
ペースメーカー等への依存度や日
常生活活動の制限に応じて認定。 

術後経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定。 

※平成 26 年 4 月 1 日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。ただし、平成 26 年 3 月末までに診断書・

意見書が作成された方については、同年 6月末までに申請すれば現行の基準で認定されます。 

 

4月からペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する 

身体障害者手帳の認定基準が変わります 

◆問合せ 福祉課  

担当：黒木
くろぎ

雅史
まさふみ

 ☎33-6382 

勤務時間 賃金(月額) 休 日 その他 
午前 8時 30分 
～午後 5時 15分 

145,000円 土日・祝日 
社会保険(健康・厚生年金保険) 
労災・雇用保険適用、有給休暇制度あり 

 

◆問合せ 新富町ミニバレーボール協会事務局  

担当：武藤
むとう

 ☎33-0610 FAX33-0916 

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団  

水道使用料嘱託徴収員募集 



進む改修工事！

「人にやさしい」「利用しやすい」「安全・安心」な新庁舎！

役場新本館庁舎の概要をお知らせします！ Vo.3



番号 職種 人員 日額（円） 勤務時間 社会保険 雇用保険 雇用期間　または　登録期間

1 パート（一般事務） 3,850 午前9時30分～午後4時 × ○

2 一般事務 5,300 午前8時30分～午後5時15分 ○ ○

3 学校事務　※5（中学校のみ月2回） 5,300 学校ごとの勤務時間による ○ ○

4 学校給食調理員　※5（月2回） 5,500 午前8時5分～午後4時35分 ○ ○

5 保育所用務員（調理補助含む）※5（月1回） 5,500 ○ ○

6 保育士　※1 ※5（2か月に1回） 5,800 ○ ○

7 栄養士（6か月間で50日勤務）※1 5,800 × ×

8 国保レセプト点検事務 ※3 5,800 ○ ○

9 学校用務員 5,800 学校ごとの勤務時間による ○ ○

10 航空機騒音目視調査員 6,500
①午前7時～午後3時45分
②午前9時15分～午後6時または午前11時15分～午後8時

○ ○

11 環境美化指導員 6,500 ○ ○

12 町営住宅・公園維持管理作業員 6,500 ○ ○

13 浄水場宿日直員 6,500
【平日】午後4時30分～翌日の午前9時
【土日・祝日・年末年始】午後9時～翌日の午前9時

○ ○

14 障害区分認定調査員（看護師）※1 7,000 午前8時30分～午後5時15分 ○ ○

15 看護師（育休代替）※1 7,000 ○ ○ 4月～6月

16 看護師(6か月間で50日勤務) ※1 7,000 × × 4月～9月(10月～平成27年3月更新予定)

17 学校・保育所代替調理員 ※5(月2回) 6,000
【学　 校】午前8時5分～午後4時35分
【保育所】午前8時30分～午後5時15分

× ×

18 代替保育士 ※1 6,300 午前8時30分～午後5時15分 × ×

19 一般事務（パート含）

番号 職種 人員 月額 勤務時間 社会保険 雇用保険 雇用期間

1 介護認定調査員　※2 若干名 168,000 午前8時30分～午後5時15分 ○ ○ 4月～平成27年3月

4月～平成27年3月

※通常勤務日数は、月１７日前後。ただし、配属先や職種により異なる場合があります。

※1 有資格者、※2 看護師または准看護師有資格者、※3 医療事務等実務経験者、※4 検診のため午前7時～午後3時45分の場合あり（年間20日程度）、※5 腸内細菌検査（検便検査）あり

                 ◆申込み・問合せ先　総務財政課

                    担当：岩本弥生
い わ も と や よ い

 ☎33-6002

平成26年度　新富町臨時職員募集

業務内容による　【採用時に決定】

平成26年度　新富町嘱託員募集

若干名

登録制

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分　※４

4月～9月(10月～平成27年3月更新予定)

○選考方法：【臨時職員】書類審査または書類審査及び面接試験【嘱託員】書類審査及び面接試験

○申込方法：総務財政課備え付けの申込書(有資格者は免許状（写）添付)と市販の履歴書(写真貼付)を提出してください。

※申込書は町ホームページでダウンロード可。※重複で申し込みできます。ただし、申込書は職種ごとに提出してください。

○申込期限：2月20日(木)　○採否決定時期：3月中旬頃


